
医師が勤務する
医療機関

医師が勤務する医療機
関の所在する各市町村
の障がい福祉担当課

県障害福祉課 審査部会

①申請 ②進達 ③諮問

④答申⑤決定通知
（指定書の送付）

⑥決定通知
（指定書渡し）

※指定医師及び指定歯科医師のいずれも、同じ流れとなります。

申請から指定までの流れ


